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糸魚川市外の一般廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する要綱 

 

（目的) 

第１条 この要綱は、糸魚川市に所在する一般廃棄物処理施設へ他の市町村（以下

｢排出自治体｣という。）が一般廃棄物を搬入することに対して、事前協議に関す

る必要な事項を定めることにより、一般廃棄物の適正処理を促進し、もって生活

環境の保全を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 一般廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第1 3 7号。

以下「法」という。）第２条第２項に規定する一般廃棄物をいう。 

⑵ 一般廃棄物処理施設 法第８条第１項に基づき、新潟県の許可を受けた一般

廃棄物処理施設をいう。 

（市外の一般廃棄物の搬入に係る協議） 

第３条 排出自治体が本市内に一般廃棄物を搬入しようとするときは、一般廃棄物

搬入（新規・継続）事前協議書（様式第１号）を市長に提出し、事前に協議を行

わなければならない。 

２ 事前協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

⑴ 法で規定する一般廃棄物（ごみ）処理実施計画 

⑵ 搬入する一般廃棄物に関する事業計画（一般廃棄物の性状、排出計画、収集

運搬計画、搬入経路、処分計画等） 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が必要とする書類 

３ 協議終了後、事前協議書の記載事項に変更が生じたときは、一般廃棄物搬入変

更協議書（様式第２号）を市長に提出し、協議を行わなければならない。 

（事前協議の審査基準） 

第４条  市長は、前条の規定による協議があったときは、次に掲げる基準により、 

審査を行うものとする。 
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⑴ 市内に所在する一般廃棄物処理施設で、排出自治体の一般廃棄物を搬入する

ことが必要であると客観的に認められること。 

⑵ 市の一般廃棄物（ごみ）処理実施計画に適合していること。 

⑶  市内の生活環境の保全上、支障を生じないことが判断できること。 

（協議書の審査等） 

第５条 市長は、前条の基準により審査を行い、適当と認める場合には、速やかに

事前協議のあった排出自治体の長に対し、一般廃棄物搬入承諾通知書（以下｢通知

書｣という。）（様式第３号）を交付するものとする。 

２ 通知書の有効期間は、１年以内とし、かつ、地方自治法第 208 条第１項に規定

する会計年度の範囲内とする。 

（一般廃棄物搬入の実績） 

第６条 排出自治体は、搬入終了後、30 日以内に一般廃棄物搬入実績報告書（様式

第４号）を市長に提出しなければならない。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

  

附 則 

１ この要綱は、平成 23 年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第３条関係） 

 

年  月  日 

 

 糸魚川市長  

 

排出自治体  名称           

代表者氏名        印 

 

一般廃棄物搬入（新規・継続）事前協議書 

 

糸魚川市外の一般廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する要綱第３条の規定に

より、下記のとおり、協議します。 

 

記 

 

 

住所   

名称  １ 排出事業者等 

代表者氏名  

２ 一般廃棄物の種類  

３ 一般廃棄物の搬入量  

収集運搬事業者名 住所 

名称 

代表者名 

中間処理事業者名 住所 

名称 

代表者名 

４ 搬入先 

 

 

処分事業者名 住所 

名称 

代表者名 

４ 本市内に所在する一般廃棄物

処理施設へ搬入を必要とする

理由 

 

 

５ 搬入予定期間    年 月 日から  年 月 日まで 

添付書類 

・法で規定する一般廃棄物（ごみ）処理実施計画 

・搬入する一般廃棄物に関する事業計画（一般廃棄物の性状等、排出計画、 

収集計画、搬入経路、処分計画等） 

・ その他、市長が必要とする書類 
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様式第２号（第３条関係） 

 

年  月  日 

 

 糸魚川市長  

 

排出自治体  名称           

代表者氏名        印 

 

一般廃棄物搬入変更協議書 

 

年 月 日付、第  号の一般廃棄物搬入の事前協議の内容に変更が生じたため、

糸魚川市外の一般廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する要綱第３条の規定により、

下記のとおり、協議します。 

 

記 

 

 

     変更前      変更後 １ 変更内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 変更理由  
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様式第３号（第５条関係） 

 

第      号 

年  月  日 

 

 

排出自治体 名称 

代表者氏名 

 

 

 

 糸魚川市長  

 

一般廃棄物搬入承諾通知書 

 

年 月 日付で、事前協議のあった本市外の一般廃棄物の搬入について、糸魚

川市外の一般廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する要綱第５条の規定により、下

記のとおり、承諾します。 

 

記 

 

１ 搬入期間   年 月 日 ～ 年 月 日まで 

２ 遵守事項 
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様式第４号（第６条関係） 

 

年  月  日 

 

 糸魚川市長  

 

排出自治体  名称           

代表者氏名        印 

 

一般廃棄物搬入実績報告書 

 

糸魚川市外の一般廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する要綱第６条の規定に

より、下記のとおり、処理実績を報告します。 

 

記 

 

住所   

名称  １ 排出事業者等 

代表者氏名  

２ 一般廃棄物の種類  

３ 一般廃棄物の搬入量  

収集運搬事業者名 住所 

名称 

代表者名 

中間処理事業者名 住所 

名称 

代表者名 

４ 搬入先 

 

 

処分事業者名 住所 

名称 

代表者名 

５ 搬入期間    年 月 日から  年 月 日まで 

 

 

 

 


